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会議内容の記録（会議経過、結論等） 

１ 開会 

外立秘書政策課長が開会を告げる。 

 

２ 審議事項 （政策推進会議メンバーはメンバーと表記する。） 

＜志木都市計画マスタープランの改訂について＞ 

滝田都市計画課長より志木都市計画マスタープランの改訂について概要を説明

後、審議を行った。 

 

〇概要説明 

平成１２年３月に本計画を策定し、その後社会情勢の変化や総合振興計画等との

整合を図るため、平成２２年３月及び平成２８年３月に見直しを行ってきた。 

平成２８年の改訂以降、「志木市立地適正化計画（平成３０年３月）」や「志木市

将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）後期実現計画」の策定、また、一般国

道２５４号バイパスの部分開通が令和４年度以降に予定されていることなど、社会

情勢の変化等も生じていることから、本計画を見直すものである。 

本計画の改訂に伴い、志木市の将来について望むことや、まちづくりについての

満足度、重要度を調べるため市民アンケート調査を実施し、その結果や社会情勢等

の変化を踏まえ、都市づくりの課題整理を行い本計画改訂に向けた素案を策定した。 

（主な改訂内容） 

第 1章目標とする都市構成では、埼玉県の都市計画区域ごとのマスタープランと

の整合を図り、上宗岡の準工業地域エリアを産業の拠点として位置付けた。また、

荒川の河川敷の都市計画緑地といろは親水公園をみどりの拠点、市民会館を含むエ

リアを行政サービスの拠点としてエリアを拡大した。 

第２章志木市の都市計画方針では、志木駅周辺の活性化やにぎわいの創出を図る

ことや、今後開通する一般国道２５４号バイパスの沿道のまちづくりを推進するた

めの内容を追加した。 

道路・交通の方針では、環境負荷の少ない公共交通や自転車の利用促進について、

歩行者・自転車ネットワークの整備を追加した。 

防災・減災の方針では、水害に関する内容と防災・減災の視点を充実させ、浸水

のおそれがある区域を方針図に表示するとともに、密集市街地の改善として位置づ

けていた区域を一般市街地の防災性能維持に変更した。 

住環境形成の方針では、身近な生活環境に関する内容を充実させ、富士前田子山

地区等の改善や低炭素化の普及啓発、空き家等の発生抑制、利活用に関することを

記載した。 



第３章志木市のまちづくり方針では、商業地域の志木駅周辺の活性化等の内容  

を追加し、宗岡地域については一般国道２５４号バイパスの沿道まちづくり促進の

ための内容を追加した。 

 

○質疑 

メンバー：本計画についてなぜ今の時期に改訂するのか、その背景はどのようなもの

かなど、冒頭に記載するべきではないか。また、このような計画策定のた

めに市民アンケート等を聴した場合は、資料として掲載があるべきではな

いか。 

担当部課：指摘事項を踏まえ、修正する。 

関係部課：ＳＤＧｓの１７の目標の中に「住み続けられるまちづくりを」の項目があ

ることから本計画でも記載をすべきではないか。 

担当部課：指摘事項を踏まえ、修正する。 

メンバー：志木駅周辺については、商業地域としてさらなる活性化が計画されている

が、一般国道２５４号バイパス沿道についても将来を見据えて商業が活性

化するような方向性を記載するべきではないか。 

担当部課：指摘事項を踏まえ、再度検討する。 

関係部課：将来の都市イメージのページについての記載に現状の実態とそぐわない表

現があるため修正してほしい。 

担当部課：指摘事項を踏まえ、修正する。 

 

○結論 

 指摘事項の修正を行ったうえで、意見公募手続に係る庁議付議を行うこととなった。 

 

３ 閉会 

 外立秘書政策課長が閉会を告げる。 

 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容易

に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


